
(別添)

年管管発0615第1号

平成24年 6.月 15日

日本年金機構事業管理部門担当理事殿

「介護保険法及び介護保険法施行法の胞行に伴う関係政令の盤備等に

関する政令、介説保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関

する省令の抱行に伴う事務取扱について」の一審I~改主について

介護保険法等の施行に伴う医療保険における介護保険料の徴収に係る事務の

取扱いについては、平成 12年3月21日付け庁保険発第 12号(以下「介護

保険事務取扱通知Jという。)をもって社会保|釦宇運営部保険管理課長及ひ、保険

指噂課長から都道府県民生主管部(局)保険主管課 wln長・あて通知され、当

該通知に基づき、在宿資格が 1年未満の外国人に対しては介灘保険のE被保険者

としない取扱いとしているところである。

今般、「住民基本台11授法の一部を改正する法律J(平成 21年法律第 77号。)

が平成 24年 7月 9日にj血行されることに伴い、介殺保険が適用される在閣外

国人の取扱いについて、平成24&~三 1 月 2 5'日付け老介発 0125 !Wil 号をも

って、厚生労働省老健局介護保険計画謀長より、都道府県介諮保険担当主幹部

(局)長あて通知されたところであるが、当該通知にrl~ じ、-介秘保I~食事務JI財政

通知の一部を下記のとおり改正するこ主としたので、遺漏のないように取り扱

われたい。

記

1. 改玉内容

( 1 )第 1の1の (2)中、「在留資格 1年未満」を「在irf資格3か月以下」と

する。

(2 )第 1の 1の (2)の②を次のとおりとする。

② 在留資格3か月以下の外国人

適法に3か月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する者等



が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)

の適用対象となることを踏まえ、平成24年7月9日以降、住基法第30

条の 45に規定する外国人住民を介護保険の適用対象とする。

なお、 3か月以下の在留期間を決定された者であっても、入国時におい

て、我が国への入国目的、入国後の生活実態を勘案し、 3か月を超えて滞

在すると認められる者はとの限りではない。

(3)第1の1の(3)の②中、「在留資格1年未満Jを「在留資格3か月以下j

とし、 I外国人登録証明書の写しj を f旅券その他在留資格を証ずる書類J

とする。

2. そのイ也

改正に伴う届書等の改正については適宜行うこと。



@ 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令

の植行にi半う事務取扱について

改

第 1 健康保険関係

1 適用に関する事務

(1) (略)

E 

( 2 )介護適用除外届の届出を要する者

後

40歳以上 65議未満の者であっても、圏内に住所を有しな

い者及び在留資格3か月以下の外国人であることにより介護保

険の被保険者となる場合、また、介護保険の被保険者とならな

い者文は適用除件であった者が介護保険に適用されることとな

った場合は、介護保険適用除外等該当・非該当届(別紙 1。以

下「介護保険適用除外届」という。) を事業主を経由して社

会保険事務所等に届出を行うこととしたこと。

なお、介護保険の被保険者とならない者又は適用除外となる

者についての考え方は次の通りであること。

ー①(略)

② 在留資格 3か月以下の外国人

適法に 3か月を超えて在留する等の外国人であって、住所を

有する者等が住民基本台帳法(昭和 42年法律第 81号。以下

「住基法」というJ の適用対象となることを踏まえ、平成2

4年 7月 9日以降、住基法第 30粂の 45に規定する外国人住

民を介護保険の適用対象とするコ

加えて、、 3か月以下の在留期間を決定された者であっても、

資料等により 3か月を超えて滞在すると認められる者について

は、この限りではないε

現

第 1 健康保険関係

1 適用に関する事務

(}) (略)

( 2 )介護適用除外届の届出を要する者

(傍線の部分は改正部分)

~T 

40歳以上 65歳未満の者であっても、圏内に住所を有しな

い者及び在留資格 1年未満の外国人であることにより介護保険

の被保険者となる場合、また、介護保険の被保険者とならない

者又は適用除外であった者が介護保険に適用されることとなっ

た場合は、介護保険適用除外等該当・非該当届(別紙 10以下

「介護保険適用除外届Jという。) を事業主を経由して社会

保険事務所等に届出を行うこととしたこと。

なお、介護保険の被保険者とならない者又は適用除外となる

者についての考え方は次の通りであること。

①(略)

② 在留資梅 1年来満の外国人

平成4年 3月 31日保険発第 41号厚生省保険局国民健康保

険課長通知 l別紙 2) に準じ、外国人登録法.(昭和 27年法律

第 125号)第 2条第 l項に規定する者であって、同法に基づ

く登録を行っているが、次のいずれかの条件を満たすことので

きない者をいう s

ア 入国時において、出入国管理及び難畏認定法(昭和 26年

政令第 319号。以下「入管法j という。)第 2条の 2の規

定により決定された入国当初の在留期聞が 1年以上である

章ι

イ 入管法第 2条の 2の規定により決定された在留期聞が 1年



③(略)

(3 )介護保険適用除外届の審査

社会保険事務所においては、'介護保険適用除外届に添付され

た書類により、介護保険適用除外届の記載事項及び内容を審査

することとしたこと。

なお、適用除外に該当する場合の添付書類は以下のとおりで

あるが、適用除外に該当しなくなった場合については、特に訴

付書類は要しないこと。

①(略)

② 在留資格 3か月以下の外国人 ・・・・ 旅券その他在留資格

を証する書類、及び雇用契約書の写し

未満であっても、入国時において、我が国への入国目的、入

国後の生活実態を勘案し、 1年以上我が国に滞在すると認め

られる者。

③(略)

( 3)介護保険適用除外届の審査

社会保険事務所においては、介護保険適用除外屈に添付され

た書類により、介護保険適用除外届の記載事項及び内容を審査

することとしたこと。

なお、適用除外に該当する場合の添付書類は以下のとおりで

あるが、適用除外に該当しなくなった場合については、，特に添

付書類は要しないこと。

①(略)

② 在留資格 l年未満の外国人 ・・・・ 外国人登録証明書の写ト

ム、及び雇用契約書の写し



⑧
 

庁保険発第 12号

平成 12年目3月 21日

都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長殿

社会保険庁運営部保険管理課長

社会保険庁運営部保険指導課長

介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令、介護保険法等の施行

に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令の施

行に伴う事務取扱について

介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令(平成11年 9月3日:政令第262号)、介護保険法等の施行に伴う厚生

省関係省令の整備磐に関する省令(平成11年11月1日厚生省令第91号)

の施行については、平成11年11月24日保発第160号・庁保発第34号

をもって通知されJまた、その事務の実施については、平成11年10月8日

庁保発第32:号をもって社会保険庁運営部長から都道府県知事あて通知され

たところであ与が、医療保険における介護保険料の徴収に係る事務の取扱いに

ついては、下記のとおりとしたので遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、健康保険法(大正11年法律第70号)第69条の7の規定に基づく

被保険者に係る事務取扱については、別途通知することとしているので申し添

える。

記

第1 健康保険関係

1 適用に関する事務

(1)介護保険に関する届出

介護保険の被保険者に該当または非該当となる情報については、保険

料計算に必要であることから、当該情報を届出させることとしたこと。



ただし、政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者が、.40歳に達す

ることにより、介護保険法(平成9年法樟第123号)第9条第2号に

規定する被保険者(以下「第2号被保険者Jという。)に該当するに至

った場合にあっては、特段の届出は要しないこと。

また、政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者が、 65歳に達する

ことにより、第2号被保険者に該当しなくなるに至った場合にあっても

同様であること。

(2)介護保険適用除外届の届出を要する者

40歳以上65歳未満の者であっても、圏内に住所を有しない者及び

在留資格1年未満の外国人であることにより介護保険の被保険者とな

らない場合又は適用除外施設に入所する者であることにより介護保険

の適用除外となる場合、また、介護保険の被保険者とならない者又は適

用除外であった者が介護保険に適用されることとなった場合は、介護保

険適用除外等該当・非該当届{別紙1。以下「介護保険適用除外届Jと

いう。)を事業主を経由して社会保険事務所等に届出を行うこととした

こと。

なお、介護保険の被保険者とならない者文は適用除外となる者につ

いての考え方位次のとおりであること。
① 圏内に住所を有しない者

市町村の区域内に住所を有しない者、すなわち、住民基本台帳上の
住所を有しない者をいう。

② 在留資格1年未満の外国人

平成4年3月31日保険発第41号厚生省保険局国民健康保険課
長通知(別紙2:).に準じ、外国人登録法(昭和 27年法律第125号)

第2条第1項に規定する者であって、同法に基づく登録を行っている

が、次のドずれかの条件を満たすことのできない者をいう。

ア入国時において出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第3
1 9号。以下「入管法Jという。)第2条の2の規定により決定さ

れた入国当初の在留期聞が 1年以上である者。

イス管法第 2条の 2の規定により決定された在留期聞が 1年未満

であっても;入国時において、我が菌への入国目的、入国後の

生活実態を勘案し、 1年以上我が国に滞在すると認められる者。

③適用除外施設に入所する者

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第170条に

規定する次の施設に入所する者をいう。

ア身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定

する身体障害者療護施設

イ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定す
る重症心身障害児施設

ウ児童福祉法第27条第2項の厚生大臣が指定する医療機関(当該
.指定に係る治療等を行う病床に限る。)



エ心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第 1
項第1号に規定する福主描設

オ国立及び国立以外のハンセン病療養所

カ生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号

に規定する救護施設

(3)介護保険適用除外届の審査

社会保険事務所においては、介護保険適用除外屈に添付された書類lと

より、介護保険適用除外届の記載事項及び内容を審査することとしたこ

と。

なお、適用除外に該当する場合の添付書類は以下のとおりであるが、

適用除外に該当しなくなった場合については、特に添付書類は要しない

.こと。

① 国内に住所を有しない者………住民票の除票

②在留資格1年未満の外国人一一外国人登録証明書の写し及び雇

用契約書の写し

③ 適用除外施設に入所する者…・・入所又は入院証明書

(4)介護保険法施行時の取扱い

政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る介護保険適用除外

届については、被保険者等の利便性及び事務処理の効率性の観点から、

平成12年4月1目前においても、受付及び審査ができるものとし、入

力処理については、平成12年4月以降に行うものであること。

2 保険料に関する事務
(1) 介護保険料徴収対象月の考え方

介護保険料の徴収対象となる月の考元方については、基本的には、

樹 Tの健康保険料(以下「一般保険料Jという。}の徴収対象月の考

え方と同様であり、次のとおりとしたこと。

① 第2号被保険者資格を有する月(資格を取得した月を含む。)に

ついては、介護保険料を徴収すること。

② 第2号被保険者資格を喪失した月については、介護保険料を徴収

しないこと。

ただし、第2号被保険者資格を取得した月に第2号被保険者の資

格を喪失しだ場合及び第2号被保険者の資格を喪失した月において、

再び、第2号被保険者の資格を取得した場合には、介護保険料を徴

収するものであること。

なお、平成12年4月に65歳に到達することにより第2号被保

険者の資格を喪失する場合は、同月得喪の考え方により介護保険料

を徴収するものであること。

③ また、上記①②の場合にかかわらず、前月より引き続き政府管掌

健康保険の被保険者であった者がその資格を喪失した場合には、そ

の月分の介護保険料は徴収しないこと。



なお、基本的な介護保険料と一般保険料の徴収に関する取扱いに

ついては、介護保険料徴収の事例(別紙3)を活用されたいこと。

(2)介護保険料の告知等

介護保険料額は、一般保険料額と合算し、健康保険料として毎月の納

入告知によって行うものとし、平成 12年4月分から徴収を開始するこ

と。

なお、納入告知書の様式等については現行と同様であること。

(3 )事業主からの照会等への対応

事業主等からの照会に対応するため、次の情報を照写及び出力するこ

とから、活用されたいこと。

① 窓口装置による保険料記録照会画面に介護保険料(再掲)及び等級

別の第2号被保険者数(再掲)を照写すること。

②-健康保険の現存被保険者の資格記録の情報に基づいた介護保険該

当予定者一覧表(別紙4)を出力すること。

ただし、当該情報については、平成12年4月1日以降の被保険者

資格の取得及び喪失が反映されていないことから、照会に対応する際

は、この旨留意されたいこと。

③ 40歳文怯65歳に到達した者に関するリスト(別紙5)を毎月、
出力することとしたこと。

④ 保険料増減内訳書(別紙6)に介護保険料を再掲し、個人別内訳欄

に徴収対象I者又は適用除外者である旨とその増減額を出力すること。

⑤ なお、事業主等が保険料を源泉控除する際の利便性等を考慮、して、

介護保険該当予定者一覧表及び保険料増減内訳書を事業主等に送付す

るなどの措置を適宜講じられたいこと。

3 任意継続被保険者に関する事務

前記1及び2の取扱いと同様であるが、次の点に留意すること。

( 1 )介護保険適用除外等の届出

任意継続被保険者にあっては、直接、社会保険事務所等に届出を行う
ものであること。

(2)前納に係る事務処理については、別途通知すること。

第 2 船員保険関係

1 適用に関する事務

第 1の1と同様であること。

2 保険料に関する事務

第 1の2と同様であること。

3 疾病任意継続被保険者に関する事務

第 1の3と同様であるが、第2号被保険者の資格記録を管理するため、

疾病任意継続被保険者債権管理簿及び船員保険給付台帳(以下 f債権管理

簿等」という。)の備考欄等に適宜、別紙7に掲げるゴム印を押印し、被



保険者及び被扶養者の第2号被保険者期間(始期・終期)、介護保険適用

除外期間(始期・終期)を記載することとしたこと。

4 統計報告

介護給付費納付金'の算定に使用するため、第2号被保険者数及び介護

保険適用除外者数等を毎月報告することとしたこと。

なお、報告内容等の詳細については、社会保険庁運営部企画・年金管理

課数理調査室より別途通知すること。

第3 その他

l 今後のスケジュールについては、以下のとおりである。

(1 )事業主等からの相談、照会に対応するための「介護保険相談マニュア

ノレf (仮称)の送付を予定していること。，

(2)取扱要領については、別途、社会保険業務センターから送付される予
定であること。.

(3)適用除外施設名一覧の送付を別途、予定していること。

(写送付先社会保険事務所長)



|所長|次長|線長i係長|係員
介護保険適用除外等弘主届

① 1(2) 
健康保険被保険者証の記号l健康保険被保

険者JlIの番号

@ @ @ @ 
被 扶 養 者 の 民 名 性別 続柄 生年月日

(民) 1<名)
男 l 年 R 日e g 

51i . 
女 z

j' ' ' 一一

@ 

|@棚… T' @向者の醐.T If>備 考

@入居~視の名称

@入居施霞の所者E地 T 

電信 局} 番
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外国人に対する国民健康保険の適用について
(平成4年3月31日保険発第41号)

別紙2

外国人に対する国民健康保険の適用については，昭和田年11月25日付保険発第84号当職通知によ

りその基準を示しているところであるカち近年我が固に入国する外国人が増加しつつある状況にか

んがみ，その基準を下記のとおり明確にしたので，今後新たに国民健康保険の適用対象となる外国人

については当該基準に従った取観いを行うよう，貴管下の市町村の指導に遺構のないよう配意された¥

1t\~ 

なお，外国人に対する健康保険制度の適用の適正化については，別途社会保険庁から通知される予.

定である。

記

第 T 国民健康保険の適用対象

1 国民健康保険の適用対象となる外国人陰，外国人登録法(昭和zl年法樟第125号)第2条第1

.項に規定する者であって，同法に基ぜく登録を行っているものであり，入国時においで，出入国

管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下.r入管法Jという。)第2条の2'の規定によ

り決定された入国当初の在留期聞が1年以上であるものであること。

2 入管法第2条の2の想定により決定された入国当初の在留期聞が1年未満であっても，外国人

'登録法に基づく登録を行つでおり，入国時において，我が固への入国目的，入国後の生活実態等-

を勘案しJ 1年以上我が関に帯在すると認められる費も国民健歳保険の適用対象となるが.， 1年

以上我が園に帯在すると認められるか否かの判断は，別紙に掲げる資料等を拳考にして行うもの

であること。

ただし， ，1年未満の滞在予定であった者が，在留期闘の更新を行う場合には，その時点におい

て，上記1または2の基準に適合するか杏かを判断す石ものであり，当該外国人がi在留期間の

更新により，結果的に事実上我が固に1年以上滞在することとなったとしても，国民健康保険

の適用対象とならないものであることー

¥第2' 被保険者資格取得時点等

1 国民健康保険の被保険者資格取得時点は，原則として，外国人畳録を行った時点であるとと。

ただし，国民憧康保険の被保険者である者が居住地を変更した場合にあっては，原則とじて，

当該新居住地に移転した日から適用すること。

，2 在留資格の変更又は在留期間の更新に伴う在留期間の伸長により，国民健康保険の適用対象と

なる場合には，原則として外国人登録の変更畳録を.行った時点を国民健康保険の被保険者資格取

得時点とすること。

3 国民健康保険の適用対象となる外国人は，外国人登録又は変更登録と併せて，被保険者資格取

得届出を行うべきものであること。

4 外国人被保険者に係る資格喪失確認については，小職より別途通知する国民健康保険の被保険



者資格の喪失確認処理に係る取扱いに準ずる必要はあるが，外国人畳録原票の閉鎖と連動させる

必要はないこと。ただし，当該外国人が再入国許可を得て，出国している場合があるので，当該

外国人の在留期限等について十分に確認すること。

第3 外国人!こ対する国民健康保険制度の周知徹底等

1 外国人に対する国民健康保険制度の周知徹底，適用の適正化を図るため，外国人登録部門と連

携し，外国人盈録窓口において外国人用説明パンフレットを配布するなど制度の周知徹底に努め

るとともに，外国人畳録部門から外国人登録原票を利用するなどにより情報を入手じ，国民健康

保険被保険者の正確な把握に努めること。

-なお，市町村部内における外国人畳録部門と他の関係部門との連損を図ることの周知徹底につ

.いては，法務省から別途通知される予定であづる。

2 国民健康保険の窓口を訪問した外国人に対して，必要に応じ健康保険等被用者保険の適用につ

いて説明するとともにグ健康保険等の保険者に対し，とのような外国人についての情報の提供を

行うようにすることP

(別紙)

T年以上滞在すると認められるか苔かを判断するに際しての参考資料(例〉

在留資格 -提 出 資 科 '・
1 

電

示... 噌 ・ 教 -派遣する外国の宗数団体が作成した文書で、・派遣期間、待遇等を記蔵した文書
. . ・

輿 行 期間J報酬等の待遇を記載した雇用等の契約書の写し

文化活動 .受入れ機関又は招へい者が作成した在留活動及びその期間を説明する文書等
A・

留 学 申傭人が受ける敏育の内容(科目・時間数等)を明らかにする資料及び在学証明書

就 学 . . 同 上

研 修 J 研修計画聾(研修の内容、場所、期間、研修責任者を明らかにしたもの)

-・
家族滞在 串鱗人を扶釜する着の身分事項、滞在予定期間、在留資格を明らかにする資料

(1)家事使用人

-庖周期間、報酬等の待遇を記載した雇廓契約書の写し
特定活動

(2)スポーツ選手 ー

-雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し



別紙3

介護保険料徴収の事例

。資格の取得、得喪があった月における介護保険料ぬ徴収について

① 介護保険第2号被保険者の資格取得の月は、介護保険料を徴収します。
ー従って、月の最終日に資格取得した場合であっても、その月分の介護保険
料の全額を徴収することになります。

※下記事例ケース 1参照

〈健康保険法第71条ノ 2第1項〉
(船員保険法第59条第2項)

② 介護保険第2号被保険者の資格喪失の月は、その月分は介護保険料を徴収
せず、一般保険料だけを徴収することになります。

ただし、‘介護保険第2号被保険者の資格を取得した月に資格を喪失した場
合や介護保険第2号被保険者の資格喪失の月に再び介護保険第2号被保険者
となった場合には、その月分の介護保険料を徴収することになります。

(健康保険法第71条ノ 2第Z事』健康保険法施行令第80条の2)
(船員保険法第5~条第3項ー船員保険法施行令第6 条)

※下記事例ケース2参照

③ なお、よ記の場合に拘わらず、前月より引き続き被保険者である者が被保
験者資格(介護保険第2号被保険者の糞格ではな〈、健康保険の被保険者と
しての資格rを喪失した場合には、保験料(一般保険料分と介護保険料分〉
は徴収されません。

業下記事例ケース3参照

〈健康保険法第71条ノ 2第3項)
伺曲員保険法第59条第4項)

O 事例ケース 1 (平成12年5月分以降の保険料)

A 

企ニ1Ff A 月 A+1月

一般+介謹

一能+介護

一般+介護



O 事例ケース2 (平成12年5月分以降の保険料)

A-1 

ー般ー

一般

一位+介護

一舵+介聾

4Q揖以上.
65脂 来 書 ! ー偉+介醸、

一盤+介聾
〈後者分のみ〉

一般+介護
{後者分のみ〉



O 事例ケース 3 (平成12年5月分以降の保険料)

ー 盟

-A+1月

O 事例ケース4 (上記3例の権合型〉

A-1 A 

l会・揖保蹟第ト2号被保障者i
i 一般被保障者

i介謹保蹟第:"2号被保険者:1
i 一般被保障害

A月牙膏雇轟

徴収せず

徴収せず

A 

一般+介護
(前者分及び後
者分を徴収す
ることとなる
。ただし、船
員保険につい
ては、後者分
のみ徴収〉

一般+介護J

〈佳都合のみ〉



O 事例ケース5 (留意すべき型)

倒 AFJ金量

A-1 A A+1 

40歳到達目
マ 一般

65揖到達日
マ 一般+介護

40搬到達日
マ

就;

一般+介護

:
 

回
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一

-

一

達

一

一

j

:

 

智
v
E
i

R
M

槍
誼
鴎
Z
B

e
E
E
 

-

j

 一2
一一一就

一般+介護

一般+介護

6:S露軍IJ違B
マ 一能



O 介護保険施行時の考え方(平成12年4月分保険料〉

ー倒 4月牙

一般+介護

一般半介護

も

-徴主i叉せず

撤収せず

ーー般+介護

一離+介護ー

.一般+介護
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.* * * * * 介護保険開始絡了年齢到達者一覧表.(健康保険}***** 
社会保険事務所

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

育児休業健保:62条 圏外居住

事業所名称司 !H)~9事業所番号

被保険者氏名

Z9年Z9月分

事業所盤JlJt記号 99田 XXXX
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二以上
鋤務

在留 1年
外国人

身陣施設
等入所

生年月日被保険者
整理番号

XXX 

xxx 
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xxx' 
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xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(注1)
xxx 
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x x X.X'X x.'X耳x.X.X X x . 
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xxxxxxxxx:~nqo 

ZZZZZ9 
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9-Z9.Z9.Z9 ZZZZZ9 

xxx. 

ZZ，ZZ9人
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{再掲)

xxx 
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ZZ，ZZ9人 'ZZ，ZZ9人
〈再掲(再ー鍋)

xxx xxx 

ZZ，ZZ9 )X'ZZ，ZZ9人 ZZ，ZZ9人
ZZ，ZZ9人 ZZ，ZZ9人 ZZ，ZZ9人
(再掲(再掲 ) (再掲)
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Z'Z， ?:~9 人
n~ZZ9 人思学塁間童書華

ZZZZZ9 

副・市*ホ*?IC*合

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.国外居住身障施設在留 1年ニ以上
等入所 外国人 勤務

xxx xxx X.X，X 

事業所名称

生年月日

99999 事業所番号

被保険者氏名.

99-XXXX 事業所盤理記号・
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終了年跡到達者数 ZZ，ZZ9 

ZZZZZ9 

ZZZZZ9 

骨|・*歩率

(1:1; 2) 
*終了年前h安l/l選者*

***合
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***本* 介穣保険開始終了年齢到遺者}覧表{健康保険)

X X Z9年 Z9月分

(住2)
端本*合 計***

対象事業所数 ZZZ，ZZ9件

育児休業

題学霊感31遺書装 ZZZ，ZZ9人
ZZZ，ZZ9人

"ZZZ， ZZ9人
ZZZ.ZZ9人

(蒋縄}

健保62条

ZZZ.ZZ9人
ZZZ.ZZ9人

(再掲)

国外居住

ZZZ.ZZ9人
ZZZ，ZZ9人
• (l't掲}

***** 

身障施設
等入所

ZZZ，ZZ9人
ZZZ.ZZ9人

(再縄)

( Z9.Z9.Z9) ZZZ9買事

XXXXX  社会保険事務所

年

人

人

1
人
9
9
H
W

留
国
U
U
河

在
外
L
L
α

q
b
勿

2u

q
h
q

。

目ニ以上
勤務

ZZZ，ZZ9人
ZZZ，ZZ9人

〈再掲}

J 
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老介発 0125第 1号
平成 24年 1J:1 25日

各都道府県介護保険担当主管部(局)長殿

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取担いについて

「住民基本台帳法の一部を改正する法律1 (平成21年法律第77号。以下「改
正住基法Jという。)が平成21年7月15日に公布され、 「出入国管理及び難民
認定法及び日本固との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管
理に関する特例法の一部を改正する等の法律の鑑行期目を定める政令J (平成
23年政令第419号)の規定により、平成24年7月9日(以下「改Eイ主基法施行
日j という。)から施行されることとなった(別添)。
介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の.取扱いは

下記のとおりであるのT、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を
図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

記

第一 介護保険制度の改正の内容(改正住基法附則第19条関係)

改主住基法の施行により、適法に 3ヶ月を超えて在留する等の外国人であ

って住所を有する者等が住民基本台帳法(昭和 42年法律第 81号)の適用対

象左なることに伴い、同法第 30条の 46又は第 30条の 47の届出があったと

きは、その届出と同一の事由に基づく介護保険法第 12条第1項の届出があっ

たものとみなすこととする。

第二介護保険の取扱い

第 1 被保険者資格の取扱いについて

介護保険の被保険者については、現在、外国人登録を行っていて、入国当
初の在留期間が 1年以上である者又は 1年以上滞在すると認められる者で

あって一定の要件を満たすものを介護保険の被保険者としているところで
ある。

改正住基法の施行により、適法に3か月を超えて在留す石等の外国人であ



って住所を有する者等が住民基本台帳法の適用対象となることを踏まえ、改
正住基法施行日以後、同法第 30条の 45に規定する外国人住民を介護保険の
被保険者とする。
加えて、 3か月以下の在留期間を決定された者で、あっても、資料等により

3か月を超えて滞在すると認められる者については、国民健康保険の被保険
者資格の取扱いを踏まえ、介護保険においても被保険者として扱うことがで
きることとする。

第2 世帯の取扱いについて
改正住基法の施行により、住民基本台帳上で日本人と外国人が同ーの世帯

となるととが可能になることを踏まえ、介護保険制度における世帯について
も、住民基本台帳の世帯と同ーのものとする。

第3 被保険者証の取扱いについて
( 1) 被保険者証の氏名表記の取扱いについて

改正住基法施行日以後、住民票における外国人の氏名表記が一定の方
法に統一されるが、介護保険の被保険者証については、現行どおり、国
において統一の方法を示すこととはしないため、保険者の判断による取
扱いとしていただいて差し支えない。
(2) 被保険者証の有効期限の取扱いについて

改正イ主基法施行日以後、中長期在留者(在留カード交付対象者)につ
いては、住民票に在留期間満了の日が記載されることとなるが、現行ど
おり、介護保険の被保険者証には有効期限の記載は不要とする。
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住
民
基
本
台
蝶
援
の
一
部
品
唱
改
正
す
る
法
律
を
ζ
ζ
に
公
布
す
る
。

書事
国

産署名
干蕗御

幸.伊
月名
十
五

号9
 

4
 

1
一
法
律
第
七
十
七
号

第
一
住
民
基
本
台
綬
法
の
一
認
を
改
正
す
る
治
律

外
一
住
民
基
本
台
援
法
(
昭
和
周
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
の
一
郎
を
次
の
よ
ラ
に
改
正
す
る
。

信
一
目
次
中
「
第
五
章
音
量
一
一
王
子
第
四
十
一
き
」
を
『
謹
韓
の
管
錯
謙
譲
晴
駒
田
博
川
辺
市

一
一
-
干
条
の
四
十
五
1
第
一
一
一
十
議
の
五
十
一
V

」
に
改
め
毛

一
第
五
条
中
『
に
規
定
す
る
』
を
「
-
及
び
第
三
十
条
の
四
十
五
の
規
定
に
よ
り
記
穏
を
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
」
に
改

一
め
る
.

一
第
九
条
中
『
ζ
の
法
律
」
を
「
第
四
寧
若
し
く
は
第
四
章
の
=
一
』
に
改
め
る
。

一
空
ナ
九
条
に
次
の
一
曹
を
加
え
る
。

販
一

4

第
一
演
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
ζ
ろ
に
よ
り
、
住
所
地
の
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電

4
一
子
量
算
機
か
ら
電
気
通
信
周
姐
棋
を
遁
じ
て
相
手
方
で
あ
忍
本
籍
地
の
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信

一
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
ゐ
る
掴
空
間
に
あ
っ
て
は
、
亡
の
限
り
で
な
い
。

一
第
二
十
一
条
中
「
ζ
の
章
』
の
下
に
「
及
び
第
四
章
の
一
-
ご
を
加
え
、
「
行
な
ラ
」
を
「
仔
う
』
に
改
め
6
・

'
一
第
二
十
一
一
条
第
一
項
申
コ
」
の
条
』
の
下
に
『
及
び
第
三
十
条
の
四
十
六
二
信
加
え
る
・

骨
回
一
第
二
十
四
条
の
-
一
の
毘
出
し
中
「
届
出
』
を
「
転
入
居
」
に
改
め
、
開
条
第
一
項
中
「
付
記
転
出
届
」
宕
「
転
出
届
』

一Fh-
球
め
、
「
で
あ
っ
て
、
当
該
届
由
民
係
る
曾
函
に
政
令
で
定
め
る
事
項
が
一
付
記
さ
れ
た
色
の
』
を
削
り
、
「
で
あ
っ
て
、

一
総
務
省
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
住
民
基
本
台
緩
カ
ー
ド
を
添
え
て
行
わ
れ
る
も
の
な
い
う
a

以
下
己

1
一
の
条
」
老
『
を
い
う
・
以
下
と
の
条
及
び
第
三
十
条
の
四
十
四
第
五
項
」
に
改
め
、
開
条
第
=
演
中
「
世
帯
主
に
閲
す

軒
一
申
告
付
記
転
出
馬
」
を
『
世
帯
主
に
閲
す
る
転
出
届
」
に
、
「
世
布
員
に
闘
す
忍
付
記
転
邸
届
」
を
「
転
出
届
」
に
改
め
、
「
(
注

同
一
民
義
査
轟
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
世
帯
員
が
管
ヲ
前
条
の
規
定
に
よ
露
出
で
あ
っ
て
、
当
該
届
胞
に
係

z一
忍
書
面
に
政
令
で
定
め
る
事
壌
が
付
記
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
乙
の
条
に
お
い
て
同
じ
J
』
を
削
り
、
伺
条
第
三

日
一
頃
・

E
雲
監
喜
属
」
雪
量
る
転
出
宿
区
、
「
喜
固
定
関
す
る
付
霊
農
」
を
「
憲
吾
に
改
め

5
一
第
二
十
五
章
「
第
二
十
二
条
か
ら
塞
干
四
条
ま
さ
を
「
第
二
十
二
条
第
一
環
器
壇
干
=
一
き
に
改
め
る
・

1
一
璽
一
十
六
条
中
「
ζ

の
法
律
』
を
「
己
の
意
又
は
第
四
章
の
=
一
』
に
改
め
る
・

月
一
第
二
十
七
条
第
一
項
中
『
こ
の
活
律
」
を
『
と
の
寧
又
は
第
四
草
色
一
一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条

ア
ナ
か
与
第
ニ
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
」
を
「
こ
の
景
又
は
第
四
章
の
一
-
C
に
改
め
申
告
。

事
一
第
二
十
八
条
中
寸
と
の
法
律
」
を
「
ζ
の
意
又
は
第
四
寧
の
一
ニ
」
に
、
『
附
記
す
石
」
を
「
付
記
す
る
』
に
改
め
る
。

ィ
ー
一
第
二
十
八
条
の
二
及
び
第
二
十
八
条
の
三
中
『
こ
の
法
徳
」
を
「
乙
の
筆
文
は
第
四
車
の
三
」
に
改
め
否
。

日
一
塞
芋
九
条
及
び
第
一
干
九
条
の
ニ
中
「
ζ
の
法
き
を
「
と
の
意
又
は
第
四
傘
の
=
一
」
に
、
「
附
記
す
き
を
『
付

2
一
記
す
る
」
に
改
め
る
。

成
一
軍
-
干
条
中
「
と
の
法
律
」
を
『
乙
の
掌
叉
は
第
四
章
の
一
ニ
』
に
改
め
る
・

平
一
第
一
一
一
十
条
の
四
十
四
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
寝
中
「
市
町
村
長
』
の
下
に
「
〔
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所

地
市
町
村
長
』
と
い
う
J
」
を
加
え
、
「
及
び
住
民
票
コ

1
ド
』
を
郎
り
、
「
が
記
録
さ
れ
た
」
を
足
以
下
と
の
条
に
お
い

て
「
カ
ー
ド
記
載
事
項
」
と
い
う
J
が
記
載
さ
れ
、
か
っ
、
当
該
住
民
票
に
館
載
さ
れ
た
住
民
票
コ

l
pが
記
録
さ
れ

た
半
導
体
集
積
回
路
宰
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
閲
す
忍
法
篠
(
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
三
号
}
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
一
る
半
導
体
集
議
回
路
を
い
う
J
が
組
み
込
ま
れ
た
」
に
改
め
、
開
条
第
二
項
中
「
そ
の
者
が
記
録
さ
れ

内
陪
総
理
大
臣
麻
生
求
郎

て
い
る
住
民
基
査
官
権
を
備
え
る
市
町
村
の
市
町
哲
き
を
「
住
所
一
地
市
町
村
長
』
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
『
市
町

村
長
」
を
『
住
所
望
市
町
村
一
き
に
改
め
、
開
条
第
八
項
を
同
条
筆
'
-
逼
と
し
、
用
条
第
七
項
中

E
の
の
ほ
か
』

の
下
に
『
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
」
を
加
え
、
「
及
び
第
一
一
項
の
交
付
申
一
読
書
に
記
議
し
た
事
項
に
つ
き

異
動
が
怠
っ
た
場
合
」
及
び
「
に
関
す
る
事
項
」
を
削
り
、
同
項
径
回
四
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
両
市
「
転
出
を

す
る
翌
日
そ
の
他
の
」
を
「
当
該
童
基
本
台
帳
カ
I
H
F
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
相
場
合
そ
の
他
」
に
、
「
当
該
住
畏
基

去
最
カ
I
F
F
F交
付
し
た
市
町
村
き
を
「
住
所
地
一
市
町
村
長
」
に
改
め
、
国
項
を
同
一
条
第
十
項
と
し
、
開
一
条
第
五

項
中
「
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
l
Fを
受
付
し
た
市
町
材
長
」
を
「
住
所
地
市
町
柑
芦
』
に
改
め
、
問
項
を
同
条
署
八

項
と
し
、
問
項
の
次
に
次
の
一
環
を
加
え
忍
・

9

住
震
基
本
品
握
力
l
ド
は
、
住
民
援
本
台
板
カ
ー
ド
の
有
効
一
期
聞
が
満
了
し
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合

に

陣

地

、

そ

の

効

刀

を

失

う

。

・

第
三
十
条
の
四
十
四
察
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

5

住
民
基
本
台
鰻
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
接
初
の
転
入
届
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
最
初
の
転
入
届

と
同
時
に
、
当
該
住
民
基
本
台
仮
カ
1
Fを
市
町
村
長
に
提
出
し
な
げ
れ
ほ
な
ら
な
い
。

6

前
項
の
鍵
定
に
よ
り
住
民
基
本
品
ロ
様
カ
ー
ド
の
提
闘
を
受
げ
た
市
町
村
長
は
、
当
該
住
民
基
本
品
選
カ
I
Fに
つ

い
て
、
ヵ
I
ド
記
載
事
項
の
変
更
そ
の
他
当
該
市
町
村
に
お
い
て
当
該
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
適
切
な
利
用
を
健

保
す
る
た
め
に
必
要
な
指
援
を
講
じ
、
と
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
a

7

第
五
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
カ
I
E
r
の
受
付
を
受
け
て
い
る
者
ほ
、
カ
ー
ド
記
毅
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
震
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
問
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
住
所
塾
巾
町
村
長
に
届
け
出
で
、
当

該
住
民
基
本
台
根
カ
ー
ド
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記
阪
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
車
の
こ
の
次
に
次
の
一
績
を
加
え
忍
。

第
四
章
の
三
外
国
人
住
民
に
関
す
る
特
例

(
外
国
人
住
民
に
係
る
住
民
票
の
記
載
事
項
の
特
例
〕

第
三
十
条
の
四
十
五
日
本
の
恩
績
を
有
し
な
い
者
の
う
ち
次
の
表
の
上
繍
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
市
町
村
の
区
域

内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
〔
以
下
『
外
国
入
住
居
と
い
う
J
に
係
る
住
民
票
に
は
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
番
号
(
第
五
号
、
第
六
号
真
ひ
第
九
号
を
除
く
J
に
掲
げ
る
事
項
、
国
籍
等
(
国
籍
の
属
す
忍
国
文
は
出

入
国
菅
理
及
び
縫
畏
認
定
法
〔
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
一
ニ
百
十
九
号
.
以
下
乙
の
寧
に
お
い
て
「
入
菅
沼
』
と
い
ラ
J

第
二
条
第
五
号
ロ
広
規
定
す
石
地
域
を
い
う
。
以
下
問
じ
J
、
外
国
人
住
民
と
な
っ
た
年
月
日
ハ
外
国
人
住
民
が
閥

表
の
上
初
に
掲
げ
る
者
と
な
っ
た
年
月
日
又
は
住
民
と
な
っ
た
年
月
日
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
濃
い
年
月
日
を
い
う
。

以
下
向
じ
。
〕
真
ひ
同
衰
の
上
回
備
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
悶
表
の
下
欄
位
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載

を
す
る
。

中
長
扇
雀
理
者
円
入
管
法
第
十
一
条
の
三
に
想
定
す
る

帥
寝
期
・
在
留
審
を
い

li--。
.
以
下
と
の
表
に
お
い
て
同

議}

盟
繋i



出
生
に
よ
お
経
過
滞
在
者
又
は
国
経
喪
失
に
よ
る
経

過
滞
在
者
で
あ
る
一
回
目

島
引
《
-
申
冒
蕗
在
留
者
等
が
住
所
老
定
め
た
場
合
め
転
入
届
の
号

9
一
第
三
十
条
の
図
上
工
ハ
前
条
の
表
?
よ
備
に
持
げ
る
者
(
出
生
に
よ
る
緩
過
滞
在
者
又
は
箇
籍
由
民
失
に
よ
る
経
過
滞
在

4
一
蓄
を
除
く
。
以
下
と
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
中
長
期
在
留
者
等
」
と
い
う
J
が
圏
外
か
ら
転
入
を
し
た
場
合
ハ
ζ

1
一
れ
庄
一
準
ず
る
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
居
合
を
含
む
J
に
は
、
当
篠
宮
高
在
留
誉
等
は
、
第
二
十
二
条
の

第
一
忽
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
転
入
を
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
悶
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ

外
一
る
事
費
出
生
の
年
月
目
、
男
女
の
別
、
国
潜
等
、
外
国
人
一
住
民
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
開
表
の
上
欄
に
鍔
げ
る

侍
一
者
の
区
分
に
応
む
そ
れ
ぞ
れ
同
衰
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
・

ζ

の
場
合

一
に
お
い
て
、
当
該
中
幕
扇
在
留
者
等
は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
同
表
の
上
初
紅
梅
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

一
同
表
の
下
械
に
岨
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
待
別
永
住
者
証
明
書
又
は
仮
潜
在
待
可
書
(
一
時
庇
怒
許
可
者
に
あ
っ
て

一
は
、
入
室
華
全
の
ニ
第
三
宮
規
定
す
る
一
時
富
寄
琶
を
事
前
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
@

一
〈
住
所
を
宥
す
各
省
が
中
長
期
在
留
者
等
と
な
っ
た
縫
合
の
届
出
v

一
第
三
十
条
の
四
十
七
回
本
の
国
績
を
有
し
な
い
者
〔
第
三
十
条
の
四
十
五
の
衰
の
土
繍
に
掲
げ
忍
者
を
除
く
J
で
市

民
一
町
討
の
区
域
内
に
住
所
老
有
す
る
も
の
が
中
長
期
在
留
者
等
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
蔽
宮
揺
在
留
者
等
と
な
っ

幸
一
た
者
は
、
中
長
期
在
留
者
等
と
な
っ
た
白
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
璽
王
蚕
第
五
第
一
号
、
害
事
及
び
第
五

一
号
に
掲
げ
Z

情
事
項
、
出
生
の
年
月
目
、
男
女
の
別
、
国
鰭
等
、
外
周
人
住
民
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
開
表
の
上
畑

一
に
鰐
げ
る
一
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
摘
に
縄
叫
り
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
尚
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

1
一
己
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
後
段
の
望
室
準
用
す
る
。

事
一
円
外
国
入
住
畏
の
世
控
室
と
の
続
舗
の
変
更
の
届
邑

一
第
三
十
条
の
悶
十
八
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
及
び
前
三
条
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
健
帯

一
主
で
な
い
外
国
人
住
民
で
あ
っ
て
そ
の
世
情
主
(
外
国
人
住
民
で
あ
る
も
の
に
隠
る
J
と
の
続
柄
伝
斐
更
が
毎
っ
た

昭
一
も
の
は
、
そ
の
変
東
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
転
、
世
帯
主
と
の
続
板
を
恋
す
る
文
書
を
事
え
て
、
そ
の
氏
名
、

頃
一
世
帯
主
と
の
続
柄
及
び
変
更
が
お
っ
た
年
月
百
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
整
官
で
定

z
一
め
る
豊
田
に
あ
っ
て
は
、
と
の
限
り
で
な
い
・

日
一
(
外
国
人
住
民
の
世
埜
主
と
の
帥
請
を
証
す
る
文
書
の
提
剖
〉

5
一
第
一
一
一
事
の
四
千
九
世
帯
主
で
な
い
外
一
回
入
住
民
で
あ
っ
て
そ
の
世
帯
主
が
外
国
人
差

2
2の
は
、
第
二
十

1
一
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
玄
条
、
第
三
十
条
の
岡
十
六
文
は
第
三
十
条
の
四
十
七
の
想
定
に
よ
石
届
出

司
一
を
す
る
と
き
は
、
世
帯
主
と
の
続
柄
を
挺
す
る
文
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば

一
一
な
ら
な
い
@
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

ζ
の
限
り
で
な
い
。

下
一
〈
外
函
人
一
住
民
に
係
る
住
民
票
の
記
哉
の
修
正
等
の
た
め
の
法
務
大
臣
か
ら
の
適
智

川
一
第
一
目
平
条
の
五
十
法
務
大
豆
は
、
入
管
法
及
び
入
福
田
特
例
法
に
定
め
る
事
務
経
管
理
し
、
又
は
執
行
す
忍
に
当
た
つ

U
一
て
、
外
国
人
住
畏
に
つ
い
て
の
筋
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
各
事
項
、
国
璽
守
文
は
第
三
十
条
の
四
十

れ
一
五
の
表
の
ア
婦
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
と
又
は
誤
り
が
あ
る
と
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
〈
、
そ

」
平
一
告
を
当
銭
外
国
人
住
民
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
雲
備
え
る
市
町
村
の
市
町
村
長
量
知
し
な
け
れ
ば

目

指

E
お
h
.

一

〈
M

雪
国
人
住
民
に
つ
い
て
の
適
用
の
終
倒
ν

7
-
第
=
干
条
の
五
十
一
外
国
入
住
民
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
と
れ
ら
の
規
定
中

周
衰
の
中
郷
H
L
婦
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
衰
の
下
梱
に
掲
げ
る
字
句
に
詩
み
替
え
る
色
の
と
す
忍
。

鉾項条二 型寄 空言軍 霊条草 空官警
項筆

委の の
四 四

事 第十
、

事暴でに 号ま

号ま 及ひで

第
三
十
四
条
議
一
項
及
び
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
』
を
「
及
び
第
三
十
条
の
四
十
五
の
規
定
に
よ
り
記
殺
を
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
」
に
改
め
る
・

第
三
十
九
条
中
『
有
し
な
い
者
」
の
下
広
『
の
う
ち
第
三
十
条
の
四
十
五
の
表
の
上
棚
に
鍵
げ
る
者
以
外
の
も
の
」

そ
加
え
る
，

第
四
十
七
条
第
こ
号
中
「
第
十
二
条
の
三
ま
で
」
の
下
に
「
〈
と
れ
ら
の
規
定
拓
也
第
三
+
条
の
去
十
一
の
規
定
に
よ
り

読
み
陣
営
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ど
を
、
「
第
十
二
条
の
四
」
の
下
位
「
(
第
一
一
一
十
条
の
五
十
一
の
想
定
に
よ
り
読
み

雄
官
え
て
適
用
す
る
場
合
一
を
合
台
。
ど
を
加
え
る
。

第
五
十
一
-
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
十
五
条
」
を
『
、
第
二
十
五
条
ヌ
肱
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
四

十
λ
ま
守
』
に
改
め
、
『
第
二
十
四
条
の
ニ
第
一
項
宕
し
く
は
第
二
項
又
は
」
を
則
り
、
同
条
第
二
項
中
『
又
は
第
二
十

五
条
」
を
「
、
第
二
十
五
条
又
は
第
三
十
品
開
の
四
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
困
十
八
ま
で
」
に
改
め
る
e

別
表
第
一
の
四
十
の
項
中
三
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
ど
そ
則
る
。

附

Mm

(
撞
竹
山

m
g

第
一
条
と
の
法
俸
は
、
・
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て
三
年
そ
超
え
な
い
臨
関
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
白
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
・

一
吉
次
の
改
正
忽
定
、
第
五
条
及
び
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
ナ
九
条
松
一
環
を
加
え
る
改
正
想
定
、
第
二
十
一

条
、
第
二
十
二
条
第
一
一
棟
、
第
=
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
埼
ひ
に
第
=
十
八
条
か
ら
第
一
-
一
十

条
ま
で
の
改
正
銀
定
、
第
四
講
の
二
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
踊
m語
、
第
三
十
四
条
嘉
一
項
及
び
第
二
項
、
第

三
十
九
条
並
び
に
努
四
十
七
条
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
五
十
三
条
の
改
疋
錦
定
ハ
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
八
「
第

二
十
四
条
の
ニ
第
一
環
若
し
く
は
第
二
項
又
は
」
そ
削
る
部
分
に
限
る
J
を
除
く
J
並
び
に
別
表
第
一
の
四
十
の

項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
一
-
一
項
、
附
隊
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
旦
ひ
第
十
一
一
一
条
か
ら
第
二
十

条
ま
で
の
規
定
-
附
則
第
一
干
一
条
の
聾
品
存
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
滋
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

(
平
成
十
四
年
法
律
第
百
玄
十
一
き
別
表
住
民
基
室
長
法
ハ
昭
和
富
士

E
寵
議
第
凡
十
一
き
の
項
の
改

正
規
定
〔
「
及
び
第
三
十
条
の
一
-
一
露
一
恒
例
」
を
「
、
第
一
一
一
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
四
十
六
か
ら
第
一
一
一
十

条
の
四
十
八
ま
で
」
に
改
め
る
郎
分
に
限
る
J
に
限
る
J
並
び
に
附
則
第
=
十
ニ
条
の
規
定
出
入
国
皆
園
田
昌
及
び

眠
時
国
民
認
定
法
及
び
日
本
固
と
の
平
和
条
約
区
基
づ
き
日
本
の
国
務
を
離
脱
し
た
者
等
の
邸
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
の
一
部
を
改
正
す
志
等
の
法
律
宰
成
一
干
一
年
法
待
第
七
十
九
号
。
以
下
「
λ
菅
波
等
改
正
替
と
い
う
J

の
施
行
の
目

二
回
開
則
第
三
条
及
び
第
二
十
三
条
の
想
定

れ
か
患
い
目

の

蓄
の

事
の

益
金

5 
露
の

布
の

の

ず



-

門

適

用

区

分

等

以

第

豆

条

附

副

第

一

条

湧

一

号

に

婦

げ

岬

禽

理

広

の

飽

符

の

際

震

に

M

仲
間
国
人
住
民
で
あ
る
者
容
さ
号
施
仔
自
の
前
日
ま

8
一
第
二
条

ζ

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台
喜
{
以
下
「
新
き
と
い

3
第
一
干
四
条
の
二
号
喜
一
十
一
で
に
第
一
量
自
に
お
け
る
住
所
地
の
市
町
村
長
か
ら
附
則
第
コ
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
遜
聖
書
芸
で

一
条
の
四
十
四
第
五
項
か
ら
第
寸
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
乙
の
法
語
障
の
施
行
の
日
以
後
応
用
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
一
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
忍
も
の
ぞ
除
く
J
は
、
第
一
号
館
行
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
新
法
第
一
干
二
条
第
一
環

一
同
条
第
一
環
に
規
定
す
る
住
震
基
本
台
坂
カ
ー
ド
〔
以
下
と
の
項
に
お
い
て
「
住
基
カ
l
ど
と
い
え
)
の
受
付
を
一
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
喜
歪
掲
げ
る
官
事
、
出
生
の
年
月
目
、
男
女
の
周
囲
籍
等
並
び
に
新
法
第
一
2
4
4
取の

一
受
け
る
者
及
び
と
の
法
律
の
施
行
の
際
環
に
条
橋
利
用
住
基
カ
I
F
〈
と
の
法
語
障
に
よ
る
改
韮
前
の
住
民
義
広
台
帳
一
四
十
五
の
衰
の
上
繍
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
閲
表
の
下
掴
備
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
長
に
届
け
出
な

一
法
第
一

-Zの
四
十
暴
八
項

Z
Eよ
る
利
用
客
わ
れ
て
い
る
住
雪

1
Zい
う
。
以
下
ζ

の
項
に
お
い
一
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
と
の
場
合
に
お
い
て
は
、
霊
童
毒
自
主
震
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

面

3
以
外
の
住
基
カ

l
E需
を
受
砂
て
い
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
と
の
法
律
の
施
行
の
襲
に
条
倒
1
一
Z
前
理
室
に
よ
る
鹿
足
、
警
第
固
ま
三
の
規
定
に
よ
る
民
自
と
み
な
し
て
、
新
薬
会
、
第
二
土
ハ

町

一

星

雲

L
Z
Z受
げ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
言
語
読

-E8・
京

一

条

、

塑

Z季
最
善
第
二
翌
日
第
=
十
八
窓
会
一
主
条
の
こ
ま
で
の
霊
を
適
用
す
る
。

長
一

2

童
書
干
二
条
署
第
一
平
き

za規
定
は
、
新
法
第
三
十
条
の
四
十
豆
に
規
定
す
る
外
国
入
室
、
ミ
一
霊
長
圏
第
四
条
第
五
の
住
民
票
文
ほ
裂
の
霊
童
用
差
芝
外
国
人
住
民
量
産
量
に
つ
い
て

一
叩
一
下
白
人
皇
』
と
い

3
が
前
条
第
-
号
に
定
あ
る
日
円
以
下
『
第
一
塁
行
白
」
と
い

3
以

後

長

島

一

川

十

閥

持

評

鰐

辞

将

語

録

可

制

計

制

個

人

議

舵

持

続

鍔

刊

し

叩

同

議

長

手

柔

留

1
一
二
士
一
義
一
言
霊
す
る
転
入
を
し
た
待
合
に
つ
い
て
適
用
す
宅
玄
七
条
入
管
法
等
改
正
議
選
十
五
条
第
五
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
宙
入
霞
管
理
及
延
長
認
定
法
信

一
3

喜
重
一
一
十
条

24去
の
想
定
は
、
益
金
畏
が
第
一
号
葬
思
議
長
義
三
十
奪
回
士
宮
規
定
一
空
一
土
ハ
年
政
令
警
一
百
十
九

5
1条

の
三
位
差
す
る
在
留
カ

I
Zい
ラ
。
幸
ζ
の
を
お
い
て
同

悌

一

す

5
5留
者

等

に

な

っ

た

場

合

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

一

3
と
み
な
さ
れ
て
い
る
外
国
人
登
録
証
書
室
法
鑓
言
葉
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
ま
益
金
銭

耕
一
宮
人
住
民
に
係
る
住
民
苦
闘
す
る
経
遇
措
置
v

一
言
霊
ず
る
外
国
人
登
録
証
明
書
を
い
え
以
下
巴
の
条
に
お
い
て
君
。
)
又
は
入
管
法
等
霊
法
圏
第
二
十

伺
一
重
量
富
村
長
〈
特
別
区
の
区
長
喜
む
。
以

E
Sは
、
関
空
襲
二
号
に
定
め
る
臼
か
ら
第
一
員
一
八
条
第
一
項
の
燥
を
よ
り
特
製
住
者
笹
明
書
(
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
雪
離
脱
し
た
者

一
宮
の
前
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
〈
以
下
ζ

の
条
に
お
い
て
『
華
日
」
と
い

3
現
在
に
一
宮
出
入
居
管
苦
闘
す
る
特
例
法
吉
一
-
喜
善
】
十
一
章
第
七
番
一
宮
遣
す
る
特
別
委
筆

一
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
包
も
議
当
ず
る
者
に
つ
き
、
基
準
B
後
速
や
か
に
、
個
人
そ
単
位
と
し
一
明
書
を
い
う
。
以
下
ζ

の
条
紅
お
い
て
同
じ
J
と
み
な
さ
れ
て
い
る
外
国
入
登
録
経
明
寄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
在
留
カ
1

一
て
、
新
聾
宅
条
第
一
号
か
ら
第
四
雪
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ち
第
工
号
の
ニ
ま
で
真
ひ
第
十
四
一
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
陽
書
と
砂
な
し
て
、
折
法
第
四
一
軍
の
三
及
び
璽
ハ
章
の
怒
定
並
び
に
前
財
第
五
条
第
一
羽
後

一
号
に
鑓
げ
w

也
事
費
量
等
窮
屈
広
重
-
干
条
の
四
十
五
に
忽
定
す
る
盟
結
等
を
い
う
・
以
下
向
U
J並
び
に
新
法
一
段
に
お
い
て
準
用
す
る
新
一
法
第
一
-
干
条
の
四
土
ハ
後
段
の
想
定
を
適
用
す
る
・

一
第
三
十
条
の
四
十
五
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ま
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
用
衰
の
下
回
世
捌
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
一
第
八
条
地
方
自
治
法
(
昭
和
手
-
孟
法
律
第
六
十
七
回
喜
第
一
吉
豆
士
一
条
の
士
量
一
項
の
指
定
都
曹
長
す

一
仮
住
民
票
老
作
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
・
一
る
附
則
第
一
-
一
条
か
ら
諺
五
条
ま
で
の
聾
窓
遺
周
に
つ
い
て
は
、
区
を
市
と
、
区
長
を
市
長
と
み
な
す
。

E
一
一
当
華
町
村
〈
特
別
区
を
含
む
。
以
下
河
口
J
の
外
匿
人
登
録
原
票
(
外
層
人
霊
録
法
〔
昭
和
二
十
七
年
筆
一
実
回
全
民
に
つ
い
て
の
本
人
確
認
事
の
利
用
等
広
閲
す
る
規
定
の
遜
尽
の
特
例
U

範
一
第
百
二
十
五
号
以
第
図
書
一
室
規
定
す
る
外
国
人
芸
震
を
い
え
以
下
己
実
に
お
い
て
君
。
v
量
一
第
九
条
外
国
人
住
民
に
つ
い
て
は
、
第
一
霊
行
息
長
算
し
て
一
年
蓄
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
票
差

一
録
さ
れ
て
い
る
ζ

え

一

め

る

日

ま

で

は

、

新

法

第

士

一

条

の

四

、

第

二

十

四

条

空

寸

第

四

章

の

ニ

及

び

第

三

十

条

の

四

十

玄

(

話

法

第

七

一
ニ
第
一
恒
高
行
日
に
お
い
て
当
童
市
町
村
の
外
宙
人
一
住
民
に
該
当
す
主
で
あ
る
と
是
ま
れ
さ
え
一
条
章
=
一
号
震
る
部
分
に
鹿
き
の
岨
遣
は
、
遜
用
し
な
い
。

一

2
E震
は
、
基
準
日
後
第
一
旦
『
並
行
自
の
前
臼
ま
で
の
聞
に
、
前
項
各
号
ド
掲
げ
る
警
の
い
ま
に
も
喜
子
お

J
則
第
五
条
第
一
項
の
還
に
よ
露
出
品
し
患
の
層
積
雪
置
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

豆
町
一
時

Hqな
っ
た
者
に
つ
き
、
向
車
規
定
す
る
仮
住
民
票
率
『
仮
住
暴
」
と
い

3
を
作
成
す
る
乙
と
一
の
と
さ
れ
た
新
法
要
干
八
条
か
喜
子
九
条
の
-
一
ま
で
の
規
定
に
よ
る
付
富
喜
J
を
し
た
章
、
そ
の
符

一

一

為

に

つ

い

て

刑

老

科

す

べ

き

培

合

を

除

き

、

五

万

円

以

下

の

過

絡

に

処

ず

る

。

一
3

仮
住
民
票
の
震
は
、
外
国
人
護
原



(
附
則
第
五
条
第
一
壌
の
届
出
に
係
る
箇
畏
年
金
法
の
届
出
の
特
例
)

第
土
ハ
条
前
倒
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
屈
曲
及
び
悶
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
ず
あ
も
の
と
さ
れ
た
新

法
第
=
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
付
記
除
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
三
十
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ
る
燭
出
及
び
新
法
第
二

ナ
九
条
の
規
定
に
よ
る
付
記
と
み
な
し
て
、
前
条
の
翠
且
に
よ
る
改
E
後
の
図
星
益
法
第
士
一
条
第
一
ニ
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

会
事
門
前
者
の
医
療
の
権
保
に
閲
す
る
法
抽
悼
の
{
郎
改
正
}

第
十
七
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

)

-

す

宅

号
一
第
五
十
四
条
第
十
項
中
『
又
法
第
二
十
五
無
-
血
管
『
、
第
一
干
五
条
、
第
一
-
干
条
の
四
十
六
文
は
第
三
十
条
の
回

9
一
十
七
」
に
改
め
る
。

4
一
面
則
第
五
条
第
一
項
の
届
出
に
係
石
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
閲
す
る
治
議
の
届
出
の
特
例
)

1
一
第
十
八
奈
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
透
用
す
忍
也
の
と
さ
れ
た
新

E
一
法
第
二
十
八
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
付
記
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
三
十
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
新
法

捌
「
担
欝
福
器
障
儀
除
は
は
は
ー
は
は
ほ
ほ

=
華
北
条
介
護
保
険
常
〔
平
成
丸
等
法
律
第
亘
干
三

E
3
・
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
定
す
宅

=
第
十
ニ
条
第
宜
項
中
「
又
は
第
二
十
五
条
」
を
「
、
第
二
十
五
条
1

第
三
十
条
の
四
十
六
文
院
議
三
十
条
の
同
十

=
七
」
に
改
め
る
・

-
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
I
l
l
i
-
-
I
I
I
l
l
i
-
-
-
-

「
刈
附
1

五
条
第
二
棋
の
扇
白
に
係
る
介
護
謀
険
法
の
届
出
の
特
例
】

一
第
=
-
T
条
約
則
第
五
条
東
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
隠
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
新

一
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
付
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
溢
第
三
十
条
の
四
十
七
の
規
定
に
よ
忍
属
出
及
び
新
法

!
一
第
二
十
八
条
雪
志
望
品
に
よ
る
付
記
と
み
な
し
て
、
前
条
の
鎮
定
は
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
士
嘉
第
五

報
一
演
の
規
定
そ
適
用
す
る
。

i
一
〈
行
腹
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
様
改
正
V

一
第
三
十
一
条
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
道
信
の
技
術
の
利
用
に
閲
す
る
法
律
の
一
却
酬
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
別
表
住
民
基
本
台
帳
法
〈
昭
和
四
十
二
年
法
緯
第
八
十
一
号
》
の
項
中
「
第
二
十
関
条
の
ニ
第
一
項
に
規
定
す
る

'
!
一
付
記
転
出
届
を
す
る
場
合
及
び
開
条
第
二
項
に
規
定
す
る
世
帯
員
巴
関
す
る
付
記
転
出
届
を
す
石
」
を
「
第
三
十
四

富
一
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
の
規
定
の
適
用
品
ゼ
受
け
る
』
に
、
「
及
び
第
一
一
一
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
・

一
三
十
品
目
の
三
第
二
唄
及
び
第
三
十
象
の
固
十
六
か
ら
富
三
十
余
の
四
十
八
ま
で
」
M
L

改

め

る

。

一

一
(
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
掬
す
る
法
蝿
悼
の
一
部
改
正
)
一

1
一
霧
-
一
十
-
一
条
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
品
悼
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
様
〔
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
一
一
号
V

-

E
-
の
一
部
品
ι
次
の
よ
う
に
改
E
す

る

。

・

一

曜

・

一

附

闘

志

帆

の

-

条

を

加

え

る

。

一

対
一
，
(
外
国
人
俊
足
に
つ
い
て
の
適
用
の
特
例
V

一

一
第
六
条
住
民
基
本
台
眠
法
一
の
一
概
血
管
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
也
十
七
号
V

附
則
第
九
条
に
規
定
一

日
一
す
る
政
令
で
定
め
る
B
ま
で
に
お
け
あ
第
一
一
一
条
第
一
環
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
問
項
中
『
記
録
さ
れ
て
い
一

5
一
る
者
」
と
怠
る
の
は
、
「
記
録
さ
れ
て
い
る
者
円
住
民
基
本
台
帳
法
ハ
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
V

第一一一十一

1
一
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
舛
国
人
住
民
を
除
く
J
」

と

す

る

-

一

司

一

〈

携

芭

・

一

J
一
第
三
十
一
-
一
条
政
府
は
、
現
に
本
邦
に
・
在
留
す
る
外
国
人
で
あ
っ
て
出
入
国
管
理
及
び
磐
民
認
定
法
第
五
十
四
条
第
一
一
一

7
一

寝

室

E品
豪

雪

れ

義

援

免

2
2
-定
期
間
義
過
し
た
も
の
そ
の
他
最
悪
告
書
一

年
一
す
る
一
外
国
人
で
あ
っ
て
同
法
又
は
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
陵
脱
し
先
者
等
の
出
入
国
管
理
一

1
一
に
関
す
る
特
例
法
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
と
と
が
で
き
る
者
以
外
の
也
の
位
つ
い
て
、

λ
管
法
等
改
正
法
一

フ
二
附
則
第
六
十
条
第
二
視
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
第
一
号
館
行
日
以
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
者
が
行
政
上
の
便
益
を
受
一

じ
で
け
ら
れ
る
と
と
と
な
る
よ
う
に
す
る
と
の
観
汽
ふ
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
者
に
係
る
記
録
の
遜
疋
な
管
理
の
寵
一

刊
一
り
方
に
つ
い
て
検
討
恋
愛
、
そ
の
結
果
に
雪
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

総

務

穴

匡

佐

藤

勉

法

務

丈

匡

森

英

介

厚
生
労
働
大
匡
舛
添
要
一

内
回
総
理
大
臣
戚
生
太
線

9 
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内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

宮
前
層
大
匡
麗
村
修

報官

器
Zi 
語j

ii 
iz 
語審

議

建
議

会

御

名

御

霊

平
成
二
十
三
年
十
二
塁
平
六
日

月曜日平成23年 12月26日

重
量
四
百
十
九
号

出
入
国
管
理
及
び
品
川
民
認
定
法
及
び

B
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
民
本
の
国
籍
を
擁
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
隠
す
石
特
例
法
の
一
穏
を
車
止
す
忍
等
の
法
律
の
強
行
規
B
か
量
ぬ
る
政
令

内
閲
は
、
出
入
恩
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
広
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
緩
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
闘
す
甲
骨
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
〈
平
成
二
十
一
年
法
祥
第
七
ナ
九
号
〉
附
則
第
一
条
《
第
一

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
を
除
く
J
の
規
定
に
基
づ
き
、
と
の
政
令
を
制
定
す
る
e

-

出
入
恩
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
陵
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管

理
に
聞
す
石
特
例
法
の
一
部

ι

を
改
定
す
る
等
の
法
律
の
施
行
期
日
は
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
と
し
、
同
法
附
即
第
一

条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
任
期
日
は
同
年
一
月
十
三
回
と
す
る
。

肉
閣
総
翠
穴
医
臨
時
代
理

国

務

大

臣

蔵

村

修

総
務
大
医
川
端
達
夫

法
務
穴
臣
平
岡
秀
夫

厚
生
労
働
大
臣
小
宮
山
洋
子

園
土
交
通
大
臣
前
田
武
蚕
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